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アメリカ教育改革における

校長職の役割変容に関する一考察

一校長の資質向上をめぐる改善動向の検討を通してー

日本学術振興会特別研究員浜田 博文

1 アメリカ教育改革と校長の資質向上

(1) 本稿の意図とアメリカ教育改革における校長職の位置

本稿は，今日のアメリカにおける教育改革論と，そこで展開されている校長

の資質向上をめぐる改善動向の検討を通して，アメリカ教育改革における校長

職の位置と新たな役割について明らかにすることを意図するものである。

今日のアメリカ教育改革は，全米レベルの諸報告密が教育の危機的状況を強

烈に訴えることを契機とし，各州政府がそれに応えて施策を具体化するという

経線を辿ってきた。つまり，連邦・州主導の改革を推進してきているといえよ

う(1)。ところが今日，改革の具体的実施にあたって，単位学校レベルのイニシ

アティヴの重要性が注目を浴びてきている。もとより，そのような単位学校の

重要性への注目は.1980年代における連邦・州主導の教育改革展開とは別に，

すでに70年代以来存在してきたが，今日においては，連邦・州主導の改革展開

に連なる動向としてもそれを認めることができる。そしてさらに，単位学校の

重要性への注目は，そこでの校長職のあり方への注目を導くものである.すな

わち，校長職に求められる役割・機能の聞い直しがなされてきているのであ

る。それは，単位学校の重要性に関する次の 3つの認識から捉えることができ

る.

第ーは、教員の資質向上のための場あるいは基盤としての単位学校の重要性

である。 1960.........70年代における教員の現職研修をめぐる論議と施策は.r職能
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開発過程の中心に教員を置くこと.包括的・協働的な取り組みの要請，及び，

一つの学校に焦点をあてることの重要性J(2)に注目した試みであったが，それ

らは十分に成功したとはL、えない状況にある。とくに研修プロセスの個別性

は，単位学校内部における，教員聞の f孤立Cisolation)j状況を生んでいると

いう{3L こうした研修の孤立問題は，今日の教育改革においても論点とされ，

教員聞の相互援助体制の必要性などが論議されてきている1針。このことは，す

ぐれた教員を校内の他の教員の指導教員として位置づける指導教員制 (mas-

ter/mentor teacher program)の制度化動向にも反映しているといえようベ

このように単位学校が注目されるなかで，そこでの校長職の役割・機能は，

例えば，校内での研修活動を進めるにあたって，教員の聞に，協働性，実地経

験，継続的診断，反省といった雰囲気を形作るものとして，注目されてきてい

る的。また政策の面では，カリフォルニア州教職要員会 (CaliforniaCommis-

sion on the Teaching Profession)による報告書『誰が貌々の子どもを教育する

ことになるのか?(Who WiII Teach Our Children ?)~ (1985 :以下.~カリフォ

ルニア報告~)は、 f多くの教員は，進取的・協働的ではなく，同僚聞の支援組

織がほとんどない中で，自分の教室の中で孤立化してL、る。職務時間の中で，

孤立を解消して相互援助を増進するための時聞が教員にもたら・されなければな

らなし、」として.["校長は，学校の管理責任者として，教員のリーダーシップと

専門的資質を開発・活用する責務を負うべきであるj と述べているm. これら

は，個々の学校を単位として教員聞の協働的研修を進める場合，その先導役・

リーダーとしての校長の役割発揮が重要なものとして位置づけられていること

を示しているといえよう.

第二の点は，教育政策に関する意思決定の基礎的単位としての単位学校の重

要性である。近年，学区教育行政と学校経営との関係に関して.["学校に基礎を

置いた経営 (school-basedmanagement) j(8)という概念に基づいた論議がしば

しばみられる。これは.r個4の学校を教育制度における基礎的な意思決定単

位だとする考え方に由来するj(9)といわれ，そこでは，校長・教員・父母を含め

た上での単位学校の自律的経営が奨励されている(I励。すなわち，従来，学区教

育委員会・教育長のもとにあった意思決定の権限に関して，単位学校の自律性

を鉱大しようとするものである。

また，ここでは.r教員により多くの責任を分担させて，学校経営に対する協

働的取り組みをすることが，唯一の解決法だj(11)といわれるように，単位学校
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内の教員の経営参加とそのための責任分配が，学校経営に要請される。そのな

かで校長職には，教員の多犠な意思を調整しながら学校としての合意を形成

し，協働化を図る調整者としての役割が要請されるのである.例えば『カリ

フォルニア報告』は， r介i教育長は，校長の役割について規定する努力を続

け，…中略…その規定が，学校経営のための協働的取り組みへの教員の参加

と，その協働的取り組みのリーダー及び促進者としての校長の役割とを強調す

るよう，本委員会は強く促すJ(l2)と述べている。間報告書の中心的主張は，教

員の経営参加を基盤とした単位学校の協働的経営にあるが，同時に校長職を，

教員の意思表明を促し，それらを調整・集約していくリーダーとして位置づけ

ているといえよう。

第三は，教育改革実施の基礎的単位及び推進主体としての単位学校の重要性

である。すでに， 1970年代半ば頃から取り組まれてきた「効果的学校 (effec-

tive school) Jあるいは「学校改善 (schoolimprovement) Jに関する諸研究

は，個々の学校の組織特性等が改革実現への条件である，との論議を重ねてき

た{131. そして，政策上でも， 1986年に全米州知事会 CThe National Gov-

ernors' Association)が公表した報告書『成果のとき (TimeFor Results)J] (以

下.~知事会報告~)は. r今や時は，第二の波を迎えている。すなわち我々は，

学校教育のプロセスに関心を向けている。各学校及び生徒の生活の中で十分に

遂行されるべき変革のために必要とされる諸条件に注目しているのであるJと

して， r学校のリーダーシップ Cschoolleadership)Jを改革の第二の波の鍵を握

る要素として位置づけている(14)。これらの論議は， r単位学校が教育改革のた

めに最も適した単位 (theoptimal unit)をもたらすようであるJ(1S)との認識を

示すものといえよう。

そして，一連の『効果的学校」研究は， r効果的学校Jの条件のーっとして校

長のリーダーシップが極めて重要であることを導き出してきた問。また.r学
校改善jに関する国際的研究(l7lの成果においても， r校内で校長を軸にした

リーダ一行動が改善に向けて焦点化されているjことが.r効果的学校Jの属性

のーっとして掲げられている問。さらに政策の面においても，単位学校におけ

る改革推進に際して，校長職はますますその重要性を認識されてきている。

1988年 4月に連邦教育省から公刊された『アメリカの教育 (American

Education)J1の中で，ベネット (Bennett，W.].)教育省長官は， rこの 3年間の

間，私は非常に優れた多くの学校を訪れた。例外なしそこには非常に優れた
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校長がいた。優れた学校には優れた校長がいるj と述べ，今後なすべき事項の

一つに， r優れた校長を得ること」を掲げている(19)。

これらの論議は，単位学校を基盤とした教育改革の推進に際して，改革推進

者としての校長の行動の重要性を認識するものだといえよう。そして，そこで

校長に要請されるリーダージップの主要な中身は，教授上のリーダーシップ

Cinstructional leadership)である.すなわち，当該学校の学力達成基準の設定，

授業観察による教員の指導，あるいは子どもの規律維持に関する指導といった，

教育活動の内容・方法に直接的に関わる事項についての適切な判断と指導・助

言行為が求められているのである側.例えば，教育の優秀性に対して際立った

進歩を示したとして1982-83年に連邦教育省から表彰された152(38州)の中

等学校の校長に対して行った質問紙調査(回答数111)では，あらかじめ設定さ

れた17項目の校長の仕事のうち， r教授上の指導助言Cinstructionalsupervi-

sion)Jが最も重要とされたという問。子どもの学力全体の向上をねらいとする

今次教育改革において，各学校がそれぞれの学力水準を向上していく上で，校

長によるリーダーシッフ.の発揮が要請されているといえよう。

以上の点から a 教育改革における単位学校の重要性が注目されてきた今日，

そこでの諸施策の具体化・現実化に関して，校長職の果たすべき役割は，その

成否を握る重要な位置に置かれていると捉えることができょう。

(2) 改革課題としての校長の資質向上

一方.1970年代以来，現実の校長職は次のような問題状況のもとに置かれて

し、Tこ。

その一つは，対教育行政における位置づけの低下である。アメリカにおける

校長織は， fいわゆる学校機関の長としての性格以上に，むしろ行政官 (admin-

istrative officer)として規定されているj閣と言われるように，学区教育長の下

部機関として，学区全体の教育行政に携わる行政官の一人という性絡を有して

きた。そして，地方教育政策は，教育長一校長一教員のタテのヲインを通じて

単位学校へ伝えられ，実施されてきた。つまり，地方教育政策の決定と，単位

学校におけるそれらの具体化との聞は，常に校長職を通じて連結されてきたの

である。

ところが， 1960"'70年代の各地における教員団体と教育委員会との団体交渉

協約締結は，教育委員会・教育長と教員団体との直接的交渉という形態での政
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策決定手続きを聞き，とくに70年代においては，その交渉の対象事項に，教育

内容・方法に闘する事項まで含まれることになった問。教育政策決定手続きの

こうした変化は，教育政策の決定・実施プロセスにおいて，校長を「諸交渉の

なかでは忘れられた存在 (theforgotten men) j聞としてしまったと言われる。

すなわち，校長職は，学校管理に携わる行政官としての位置の低下を余儀なく

され，自らの存在意慈自体を揺るがされる状況に立たされていた。

もう一つは，学校内部における校長の職務が，非計画的・非主体的であると

いう実態である。例えぽ，サージョグァンニ (Sergiovanni，T. j.)は，スプロウ

ル (Sproul.L. S.)やミンツパーグ CMintzberg，H.)らの調査結果に基づきなが

ら， i偏狭的，口頭的，急変的で種々雑多(local，verbal. choppy， and varied)J 

あるいは， i短時間，種々雑多，そして断片的 Cbrevity， variety， and frag-

mentation) j という表現を用いて校長の職務を特徴づけている問。また，先の

『知事会報告~ (1986)の『リーダーシップ・経営部会編』では，校長の職務内

容・実態に関する諸研究をレヴューしながら， i被らの毎日は，短時間で計画

外の，口頭での他者との聞のたくさんのやりとりによって形作られている。そ

してそれらはしばしば，即時的な問題への対応であるj(26)などと指摘されてい

る.

これらは，校長が，学校内部での“雑務"的なしごとに振り回され，主体性

に基づく計画的な経営活動を展開し得ていないという問題を浮き彫りにしてい

るといえよう。

以上のような校長職をめぐる問題状況は，それ自身の新たな存在意義の確立

と職務内容の明確化を要請するものである。そして，先述の1980年代教育改革

の諸論議における校長職の重要性認識は，上述の問題状況の克服という意味に

おいても，校長職の新たな役割・機能の聞い直しと，それに基づく資質水準の

維持・向上を迫るものといえよう。すなわち，改草推進の鍵的位置にある校長

職は，そこで求められる役割に耐え得る資質向上のための方策を必要としてい

るのである。

校長職の資質水準を規定する要素は多様に存在する固例えば校長職に優秀な

人材を引きつけ，向上意欲を高める待遇条件や昇進制度もその一つである。ま

た，校長職全体にわたる資質の最低水準を維持・向上させる資格・選考制度，

求められる資質内容の修得に直接的に関わる養成・研修の内容や形態もそれに

含まれよう。校長の資質向上は，これら各々のあり方の改善を通して果たされ
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るべきものである。とりわけ資格・選考制度，養成・研修の内容と形態は，校

長に求められるべき資質内容をより直接的に規定するものだといえよう。

そして，現在アメリカでは，その資格・選考・養成・研修の各要素にわたる

改善方策が、多くの州や学区，大学，そして校長自身の手によって進められつ

つある問。それらの改善方策の動向と内容は，教育改革推進における校長職へ

の諸要請と，校長職の課題を映し出すものだといえよう。

アメリカでは一般に各州が，自外!の定める一定要件に基づいて，一般教員と

は区別された校長の免許状を発行している{羽田免許状の取得及び更新に関する

要件は，州ごとに多様であるが，それらはおよそ次のような共通点を持つ。す

なわち，①教員免許状の所持，②一定期間の教授経験，@修士以上の学位取

得，④大学院における一定単位取得，である(29)。

これらの要件に基づいて，大学院の養成プログラムが開設される。そして，

免許状取得者は各学区教育委員会による選考手続きを経て正式に校長として採

用される。その後，大学院での単位取得や学区教育委員会主催の研修プログラ

ム参加によって免許状を更新していく。したがって，①州によって定められた

免許状取得要件の内容，@学区教育委員会で行われる選考の基準・手続き，@

免許状の取得と更新のための大学院及び学区のプログラム(養成・研修)，の

3点が，資格・選考・養成・研修に関する校長職の資質水準規定要因であると

いえよう。

そして，今日の方策は，その各要因に関わって， (1)校長としての職務遂行能

力を重視した資格要件と選考手続きの確立， (2)養成・研修における実践的内容

と協働的形態の導入，という動向を示している。そこで以下では，これら 2つ

の側面における改善の動向について検討し，今日の教育改革が校長職に対して

どのような役割を期待しているのかについて考察していく。

2 職務遂行能力に基づいた資格・選考制度の展開

(1) 免許状取得要件における実務経験の付加

上述のように，校長の免許状取得要件は，一般に①教員免許状の所持，②一

定期間の教授経験，③修士以上の学位取得，@大学院における一定単位取得，

によって構成されている。 ζれらのうち，①と@は，教員として子どもに直接
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的指導を施す知識と経験を示すものであり，③と④は，教育行政や学校経営に

関する理論や知識の修得を意味するものであるといえよう.

先の全米州知事会は.rほとんどの州の現在の校長の資格要件は，変更される

必要がある」側と指摘し，資格制度の改善に関して， r資格証明は，能力を示L

たという成果に基づいてなされるべきであるJf客観的な行動観察に基づく行

動上のデータが用いられるべきであるJi候補者は，監督下における実践経験

をもつべきであるjなどの原則を提示している{制。これらは，校長の実際の職

務に携わる経験を免許取得要件のなかに取り入れ，そこでの行動内容の評価に

基づいて免許状を発行すべきことを，示唆している。

では，具体的に実施されている改善動向はどのような内容であるか，その一

例をフロリダ州の場合からみてみよう。

同州では. 1983年にフロリダ州教育経営審議会 (FloridaCouncil on 

Educational Management)が設置され，そこで「優れた校長Jの資質能力内容

や行動指標が検討されたのち， 1986年付けで校長の免許制度等が改められ

Tこ(32)。

従来の免訴状の取得要件は.r 3年間の教授経験Jr修士以上の学位取得Jr大
学院での単位取得j という 3つの要素から構成されるものであった問。ところ

が，新しい制度では，正規の校長職に就くための免許状を取得するためには，

flOヶ月以上の校長職務の優れた遂行Ji所定の職務能力評価システムにおける

優れた成績Jという要件が新たに付加された倒。すなわち，正規の校長職に就

くための必須要件として，学校における経営者としての実務経験を課している

のである。

その要件を規定している教育委員会規則は.rフロリダ州の校長免許プログラ

ムは，職務遂行能力に基づいた (performance-based)ものにすべきである J(35)

と記している。つまり，こうした免許状取得要件変更の基底には，教員として

の経験ぞ単なる知識はあくまでも校長としての基礎的資質であって，十分条件

ではない，とする認識がある.学校現場での経営者としての職務のなかで，求

められる行為を具体的に発現できることが，校長職の前提条件として求められ

ているといえよう。

(2) 選考における基準・手続きの明確化と行動評価の導入

校長は学区教育委員会によって任命されるが，その選考基準と手続きは各学
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区によって多様である。教員・行政官・父母の代表者から成る正式な雇用委員

会などによる選考手続きが踏まれる場合もあるが，最終的には教育長の個人的

面接に基づいて選考が行われる136}. そして.rしばしば，教育長と教育委員会

が，最終面接の以前において志願者を選考してきた。校長の60%は教育長によ

って選ばれるpnとも指摘され，校長選考のプロセスは，教育長の個人的な意

向が反映され易いものとなっている。この点については，連邦政府レベルでも

問題とされている。 1987年6月に，連邦教育省教育研究改善局によって公表さ

れた『校長選考のための指針 (PrincipalSelection Guide)~ において，ベネッ

ト教育省長官が.r校長の選考は極めて重要な問題であり，運や偶然性に委ね

られるべきものではない。本来の優秀さを無視して，えこひいきや政略，情

実，個人的親密さなどを基にしてなされてはならないのであるj聞と指摘して

いる。これらは，校長選考の基準と手続きが客観性を欠いた不明確なものであ

るという実態を暗示するものだといえよう。

このような問題点を踏まえ，フロリダ州では州レベルにおける選考手続きの

基準化が取り組まれている。 1984年には教育経営審議会によって『各学区にお

ける校長・副校長の審査・選考・任用過程のための規準 (Criteriafor School 

District Screening. Selection. and Appointment Process for Principals and 

Assistant Principals~ が公表され，各学区の校長選考手続きにおいて考慮され

るべき規準が提示された{39}. そこには，優れた校長を獲得することにおける選

考プロセスの意義づけ，選考手続きの客観性・一様性の必要，そしてその明確

化(成文化)の必要などがあげられている.これら，連邦・州政府レベルの施

策は，校長の選考主体である学区教育委員会に対して，優秀な校長を選考する

ための基準と手続きの確立・明確化を促すものであるといえる。

また，選考基準・手続きの内容について，全米州知事会は.r面接や筆記試験

では，優れた校長に必要とされる性質のすべてを表すことはできないj と述

べ.r選考基準を明確化する課業は，行動上のデータ (behavioraldata)を用い

た選考手続きの開発と L、う課業と密接に結びついているJと指摘している(401。

これは，校長選考手続きに，学校経営に関わる実際的な職務場面での具体的行

動という要素を取り入れる必要性を示唆するものである。そして，このような

取り組みが，現実に，全米中等学校長協会 (NationalAssociation of Sec-

ondary School Principals)によって推進されている.同協会は，校長の選考手

続きのなかに，シミ品レーションを用いた行動観察による評価を組み込むこと
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を提唱し，そのための診断センター (assessmentcenter)l4))を実施している。

そのプロセスは，例えぽ次のようなものである(421a 校長の免許状を有する12

名の候補者が， 2日間，熟練した 6名の評価者の観察のもとで，様々な実習と

シミュレーションを行う。各評価者は，所定の基準(43)に基づいてその評価を記

述し，それらを総合した最終評価を下す。また，候補者はさらに記述によるレ

ポートと個人的な審査を受ける。そして，それらの評価結果は候補者本人にフ

ィードパックされる。したがって，これら一連のプロセスは，選考と同時に，

校長職を志望する候補者にとっては，自己研修すべき内容の診断プロセスにも

なっている。

全米州知事会はこのような試みについて，その最大の長所は，明確な基準に

基づく行動上のデータの客観的評価にある，と評価している。そして，それの

みへの依存に懸念を示して「診断センターは，学区が用いる校長選考手続きの

うちのほんの一つの手段にすぎないj としながらも，校長職務の実際場面にお

ける行動観察の必要性を説いている間。

以上の選考をめぐる改善動向は，従来，暖昧性をなおざりにされてきた選考

基準と手続きの明確化と，経営者としての職務の実際場面における具体的行動

の評価をその手続きに導入しようとする方向性を示している。ここにも，学校

現場における職務遂行能力を重視した改革動向をみることができょう。

3 実践的養成プログラムと協働的研修形態の導入

(1) 養成課程における実践的要素の導入

従来，校長の養成・研修においては，大学院のコースが重要な位置づけを得

てきた。とりわけ養成プロセスでは，先の免許状取得要件にも示されていたと

おり，大学院は重要な責務を担ってきたといえる。しかし，それらは，プログ

ラムの体系性の欠如{451，実際の職務遂行と遊離した理論偏向性{46}，といった問

題を抱えていた。大学院が提供してきた養成プログラムの内容は，一般的な経

営理論に焦点をあてており， r学生はそれを適用するための経験上の基盤を持

っていないため，そのような理論の多くは有益ではなかったJ(47)という状況に

あった.

以上の問題は，養成プログラムに.学校現場での経営実践の要素を付加しょ
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うとする動きにつながっている。例えば，先述のように，免許状取得要件の中

に，経営者としての実際経験の付加したフロリダ升|では，免許状取得希望者に

対して l年聞のインターンシップを課している。同州のDadeCountyでは，そ

のインターンシップの期間，学区が指名した指導校長 Cmentorprincipal)と近

隣の現職校長らから成る支援ティ}ムが，学校に配属された候補者の指導・援

助・評価を行うという養成プログラムが組まれている(481。

これは，校長の養成について 2つの意味での改革を示している。一つは，養

成プログラムの内容に，長期にわたる学校現場での経営活動体験一一 on-the-

job trainingーーを取り入れること。そしてもう一つは，これまで大学院プログ

ラムに依存してきた校長職養成に対する，学区教育行政と学校現場との連携に

よる関与である。いずれも，学校現場での職務に直接対応し得る校長を養成し

ようとする意図によるものといえよう。

(2) 実践に基づいた協働的研修形態の導入

現職段階における校長の研修活動は，従来，必ずしも活発化していなかっ

た。免許状更新要件として，ほとんどの州が，学区主催の研修または大学院

コース履修を課していたが州，校長は学区主催の研修に年間平均 5日程度参加

する，というのが実情であった削}。また，その内容は，様々なテーマの単発的

なものであり， r校長は，研修活動の計画立案を援助されたり，校長どうしでお

互L、から何かを学び合う.といった機会をめったに持つことがないJ(51)という

状況であった。

一方，先に指摘したように，校長の職務実態は，非計画的で雑然としてお

り，言わば校長は，日常的職務実践において不適応状況にあった。こうした状

況下で，校長は，職務実践について，他の校長や理論家などとの聞で相互に情

報や意見を交流しあい，援助しあう機会を必要としていたといえよう。

以上の問題への対応の奥型として，各地における校長センター CPrincipals'

Center)の設立の動向を捉えることができる。校長セソターは， 1981年にハー

パード大学に設立されたものが最初であるが，それ以後の数年間に100ヵ所以

上に設立され1521，現在では，その全米ネットワーク CNationalNetwork of 

Principals' Centers)が組織されるに及んでいる{5310

ノ、ーパード大学校長センター CThePrincipals' Center at Harvard Univer-

sity) (54)では，校長18名，大学教員 4名，議長(校長) 1名から成る諮問委員会
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(advisory board)での協議によって研修プログラムが企画・実施されるIお1. そ

の内容や形態は多種多様であり， r校長は，実践家として，学習者として，これ

らの様々な形態に自分のスタイルを合わせるj側とされている。つまり，校長

自身のニーズに基づいて提供される多様なプログラムの中から，校長は自分に

合うものを選択するのである.その内容は，記述や口頭によって相互に自分自

身の笑践上の問題を報告し，経験に基づいた実践的な知識を交換しあうことに

よって問題解決を図るという点に重点が置かれているm.

1981年以後における校長センターの全米にわたる発展は，連邦・州政府の主

導による教育改革と並行してはいたが，その契機はむしろ，校長自身の自己向

上意欲にあったlm.そして，ハーパード大学校長センターの創設に携わり，現

在諮問委員会のメンパーでもあるパース CBarth，R.)によれば，その基本理念

は， r校長センターは校長を中心として (principal-centered)いなければならな

いj聞という考え方にある。つまり，研修の企画・実施・参加に主体的に取り

組むのは校長自身であり，大学や行政はその協力者・援助者として位置づけら

れているのである。

以上のような研修をめぐる動向は，その内容・形態・運営の各側面における

改善志向を示している.内容については，校長の日常的職務に関連した事項を

積極的に取り込むこと，形態としては，大学教員や他の校長と相互交流的・協

働的に研修を進めること.そして，研修運営に関しては，大学・行政を支援者

として捉え，校長を主体とすることを求めている。学校経営の実践に携わる校

長は，自分自身の経営実践を見つめ，それを通じての問題意識や向上意欲を基

盤とした研修を求めている。そのような校長自身の主体的取り組みを支援する

意味での役割が，大学・行政に要請されてきている。それが，校長センターの

設立というかたちをとって集約・具現化されているといえよう。

4 校長職への役割期待と今後の課題

これまでみてきたように，校長の資質向上をめぐって，免許状取得要件，選

考基準と手続き，及び養成・研修の内容と形態に関する改善方策が現在採られ

てきている。従来の校長の資質向上システムは，州が規定する免許状取得・更

新要件に基づいて各大学・学区がそれぞれのプログラムを開設するという，言

ってみれば資格制度依存の様相であった.ところが今日の改善動向は，校長の
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養成一選考ー研修という一連のプロセスを踏まえ，大学.行政，そして校長自

身が連携することによってそれを改変・拡充していく志向を示しているといえ

よう。そして，そこで校長職に求められているものは，個々の学校内部におけ

る職務遂行能力である。

先述のように，校長職は対教育行政と学校内部の職務に関する問題に直面

し，その存在意義を揺るがされていた。それまで「学区行政官Jとしての性格

を色農くしていた校長職は，その存在意室長と役割の聞い直しに迫られてきてい

た.そして，上述の改善動向からみると，それは単位学校内部での役割期待に

向けられている.

先にもあげたパースは.r学校内部におけるリーダーシップの共有 (shared

leadership within a school) Jの重要性を指摘して.r私は学校を，リーダーの共

同体 (acommunity of leaders)と捉えている.すなわち，生徒，父母，教員，

及び校長のすべてがなんらかのかたちで，なんらかの場合に，学校のリーダー

になることを保障することを真の使命とする場であるJと述べ剛，また.r学
校のリーダーシップは，敵対を協働に変える校長，個別または協力によって学

校の福利に責任を果たす教員，そして我が子に対する基本的な関心を建設的行

動に変える父母から生じるものだJ(61)とも述べている。これは，かつての「学

区行政官Jとしての性格闘から，学校内部の意思調整を図り，子どもに対する

教育活動の内容により密接に関わりながら教員聞の協働活動をりードする，単

位学校のリーダーとしての性格へと転換することを，校長職に要請するものだ

といえよう。

校長職に対する，単位学校内部のリーダー及び調整者としての役割の要請

は，学校内教員集団と校長との関係の聞い直しを必要とするものである.すな

わち，今後の教育改革推進において，学校経営における校長職の役割・機能の

確立と，教員の役割・機能の鉱充とがどのように調整されるべきかが関われな

ければならない.教員に対する諸施策を踏まえた上での，両者の関係論の聞い

直しが，検討課題として残されている。
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れた成繊

(h)正規の校長としての 3年間以上の特に儀

れた成果

(i)所定の総合的総務遂行能力評価システム

と職務遂行能力経営システムでの特に優

れた成績
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図 フロリダ州における校長免許状の種類，取得要件，及び

それぞれに求められる資質内容
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定内容に基づいて浜田が作成。)
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